
                                   

フェニックスアワード 規程 

 

（目的） 

・第 1条 フェニックスアワードは、東北６県及び新潟県に関わる観光振興を通じ

た地域の活性化に尽力貢献し、その功績が顕著であった団体・個人に対して

表彰を行うもので、東北６県及び新潟県の観光と地域の発展に寄与すること

を目的とする。 

（表彰） 

・第 2条 下記に該当する団体または個人のうち、その功績が顕著なものに対し

て、選考委員会である東北観光推進機構理事会での選考を経て表彰を行う。  

(1)東北・新潟の観光資源の発掘や整備に尽力し、東北・新潟の観光地の質的

向上に著しく功績があると認められるもの。 

(2)東北・新潟の観光地としての認知度向上に尽力し、観光客の誘致に著しく

功績があると認められるもの。 

(3)前各号に掲げるもののほか東北・新潟の観光の発展に尽力し、または貢献

した功績が表彰に値すると認められるもの。 

（表彰の時期） 

・第 3条 表彰は毎年１回とし、通常総会において行う。 

（表彰の方法） 

・第 4条 表彰は表彰状及び記念品を会長より授与して行う。 

（推薦手続き） 

・第 5条 表彰候補者の推薦は、下記のいずれかの通りとする。なお、推薦対象者

は東観推会員に限らない。 

   (1)別紙様式に基づくフェニックスアワード応募申請書に参考資料を添えて、

選考委員会委員長に提出するもの 

    (2)選考委員より委員会へ推薦するもの 

（選考委員会） 

・第 6条 東北観光推進機構理事会メンバーをもって選考委員会とし、会長が選考

委員長を務める。 


